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4.無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

4.1 無電柱化の低コスト化に向けた取組み 

無電柱化の低コスト化に向けた取組みとして、国や東京都は以下に示すような検討を行

っています。多摩市においては、このような国や東京都の動向を注視し、低コスト手法の

活用についても検討します。 

（１）新たな埋設方式の開発 

無電柱化の一般的な方式である電線共同溝方式は、多額の費用を要するため、無電柱化

が進まない要因の一つとなっています。 

こうした中、国は、収容する電線類の量や地域における需要変動の見込み、道路交通の

状況、既設埋設物の状況等に応じて、メンテナンスを含めたトータルコストにも留意しつ

つ、低コスト手法である浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式、直接埋設方式の採用

によるコスト縮減を図るものとしています。 

 

表-4 新たな埋設方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ＨＰ）     

 

一方、東京都では、2017（平成 29）年 1 月にコスト縮減に向けた技術検討会を設置し、

管路を浅く埋めることによる土工の減少、新たな管路材料の採用による材料費の削減・施

工性の向上、特殊部の小型化による支障移設の回避等の検討を進め、低コスト手法の確立

を図っています。2018（平成 30）年 3 月には、これらを取りまとめた東京都電線共同溝

整備マニュアルを改定するとともに、幅員の狭い道路における電線共同溝の整備にあたっ

て検討すべき項目や手法等の事例についても示しています。 
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（２）埋設基準の改定 

2016（平成 28）年 4 月 1 日より、電線類を従前の基準より浅く埋設するため「電線等

の埋設に関する設置基準」が緩和され、交通量の少ない生活道路で道路（※１）の舗装厚

さが 50cm の場合、電線の頂部と路面との距離は、これまでの 80cm から最大 35cm（※２）

まで浅くすることが可能となりました。 

※１ 舗装設計交通量 250 台／日・方向未満の道路  

※２ ケーブル及び径 150mm 未満の管路を設置する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「国土交通省ＨＰ」） 

図-12 埋設基準の改定 

 

（３）管路材料 

以下のような新材料や高価な曲管材に代わる曲管レス構造や角型ＦＥＰ管が開発されて

います。新たな開発情報を継続的に調査、収集し、活用できる最新の材料・工法の採用を

検討します。 

表-5 新しい管路材料の例 

ＥＣＶＰ管 曲管レス配管 角型ＦＥＰ管 

 

 

 

 

従来配管 曲管レス配管  

 

 

 

  

耐衝撃試験が新基準にな

ったことを受け、材料の見

直しによりコストダウン

を図ったもの 

新形状の受口構造、短尺管

路の組合せで比較的高価

な曲管を使用しないもの 

矩形で軽量なフレキシブ

ルパイプで多条管敷設を

行なうもの 
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4.2 補助金制度の活用 

無電柱化事業の推進を支援するために、国や東京都による補助金制度が整備されていま

す。多摩市では、それらの補助金制度を活用し、財政的な支援を得て事業を進めていきま

す。 

国では、社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）などの補助金制度が整備されて

います。 

東京都では、区市町村道の無電柱化をする推進するために「センター・コア・エリア内」

「主要駅周辺」「主要観光地周辺」「防災に寄与する路線」に該当する路線について、補助

金制度が整備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「東京都建設局ＨＰ」） 

図-13 国と東京都の区市町村道の無電柱化事業に対する補助金制度 

 

2024（令和６）年度まで「防災に寄与する路線」については、東京都補助金が拡充（45％

補助、国交付金と合わせて全額補助）されています。 

 

（令和６年度） 
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また、東京都では、歩道幅員が 2.5ｍ未満または歩道が無い区間など、無電柱化が困難な

路線や区間の無電柱化を推進するため、補助率のより高い「無電柱化チャレンジ支援事業」

を 2017（平成 29）年度に創設しています。 

 

 

（出典：「東京都建設局ＨＰ」） 

図-14 東京都の無電柱化チャレンジ支援事業制度 
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4.3 無電柱化に関する措置制度を活用した推進強化 

（１）占用制限 

以下の無電柱化法第 11 条、道路法第 37 条第 1 項により、道路の占用禁止や制限が可能

となりました。これにより、緊急輸送道路以外に、交通が輻輳する箇所や幅員が狭小な道

路への適用が可能となっています。必要に応じて占用禁止や制限を実施します。 

 

「無電柱化の推進に関する法律（無電柱化法）」第 11 条 

国及び地方公共団体は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形 

成等を図るために無電柱化が特に必要であると認められる道路について、道路法第

３７条第１項の規定による道路の占用の禁止又は制限その他無電柱化の推進のため

に必要な措置を講ずるものとする。 

 

「道路法」第 37 条第１項 

道路管理者は、次に掲げる場合においては、第 33 条、第 35 条及び前条第 2 項の規

定にかかわらず、区域を指定して道路（第 2 号に掲げる場合にあっては、歩道の部

分に限る。）の占用を禁止し、又は制限することができる。 

一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車

両の能率 的な運行を図るために特に必要があると認める場合 

二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を

図るために特に必要があると認める場合 

三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要が

あると認める場合 

 

（２）税制措置 

無電柱化を促進するため、電線管理者が無電柱化を行う際、新たに取得した電線等に対

し固定資産税の特例措置を適用します。 

 

対象道路   ：現行の緊急輸送道路に加え、交通安全上の課題がある道路等 

（バリアフリー生活関連経路、通学路等）を追加する。 

特例措置の内容：道路法第 37 条に基づき電柱の占用を禁止又は制限している 

道路の区域は、課税標準４年間１／２に軽減する。 

また、上記以外の緊急輸送道路 課税標準４年間３／４に軽減 

する。 

 

 


